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農
林
水
産
省
告
示
第

号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
十
条
の
六
第
五
十
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
三
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
条
の
六
第
五
十
一
項
第
四
号
の

規
定
に
基
づ
く
農
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
さ
せ
る
故
障
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
も

の
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

江
藤

拓

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
農
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
故
障
と

し
て
市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
が
認
定
し
た
も
の

㈠
～
㈢

（
略
）

㈣

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は

同
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
へ
の
入
所

㈤

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
由
に
よ
り
農
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
故
障
と

し
て
市
町
村
長
又
は
特
別
区
の
区
長
が
認
定
し
た
も
の

㈠
～
㈢

（
略
）

㈣

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
へ
の

入
所

㈤

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
租
特
法
」
と
い
う
。
）
第

七
十
条
の
四
第
一
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
受
贈
者
が
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
同
条
第

二
十
二
項
に
規
定
す
る
営
農
困
難
時
貸
付
け
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
租
特
法
第
七
十
条
の
六
第
一
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
同
項
に
規
定
す
る
農
業

相
続
人
が
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
同
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
営
農
困
難
時
貸
付
け
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


